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特
集
：
農
村
政
策
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
？

〔
巻 

頭 
論 
文
〕

農
村
政
策
の
根
幹
を
問
う
制
度
変
更

会
員
　
榊
田　

み
ど
り

新
た
な
農
業
・
農
村
政
策
へ
の
転
換
期
に

　

近
年
、
農
政
の
動
き
が
慌
た
だ
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
二
〇
二
四
年
に
新
た
な
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
」

が
施
行
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
今
年
二
五
年
四
月
、
新
法
下
で
初
め
て
と
な
る
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
」

が
閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
す
で
に
制
度
変
更
や
政
策
見
直
し
論
議
が
活
発
化
し
、
農
業
農
村
現
場

に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
二
〇
二
三
年
に
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
が
改
正
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
が

「
地
域
計
画
」
に
代
わ
り
、
二
四
年
度
末
ま
で
に
「
地
域
計
画
」
に
基
づ
い
て
一
〇
年
後
の
地
域
の
農
地
利
用
を
考

え
る
将
来
図
「
目
標
地
図
」
の
策
定
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
も
、
こ
の
「
目
標
地
図
」
の
二
四
年
度
末
ま
で
の

完
成
が
、
農
水
省
の
四
〇
以
上
の
補
助
事
業
の
要
件
と
さ
れ
た
こ
と
で
、
各
自
治
体
は
、
地
域
で
の
話
し
合
い
も
そ

こ
そ
こ
に
急
ピ
ッ
チ
で
の
目
標
地
図
づ
く
り
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
他
に
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、「
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
（
水
活
）」
と
「
日
本
型
直
接
支
払
制
度
」
を
め
ぐ

る
動
き
だ
。

　「
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
二
一
年
末
、
農
水
省
か
ら
突
然
、「
二
二
年
か
ら

五
年
間
で
一
度
も
水
張
り
の
行
わ
れ
な
い
農
地
は
、
二
七
年
度
以
降
、
交
付
対
象
に
し
な
い
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

〝
五
年
水
張
り
ル
ー
ル
〟
の
方
針
が
示
さ
れ
、
現
場
は
大
き
く
混
乱
し
た
。

　
結
果
的
に
、“
五
年
水
張
り
ル
ー
ル
”
の
実
施
は
事
実
上
見
送
ら
れ
、
同
制
度
は
、「
水
田
対
象
」
か
ら
田
畑
を
問

わ
ず
、
作
物
ご
と
の
生
産
性
向
上
支
援
策
に
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
「
水
活
」
制
度
を
含
め
、
農
水
省

は
二
七
年
度
か
ら
水
田
政
策
全
体
を
抜
本
的
に
見
直
す
方
針
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
て
い

る
。

　
一
方
、「
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金
」「
多
面
的
機
能
支
払
交
付
金
」「
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
交
付
金
」

で
構
成
さ
れ
て
き
た
「
日
本
型
直
接
支
払
制
度
」
も
、
水
田
政
策
の
見
直
し
を
踏
ま
え
、
抜
本
的
に
見
直
す
方
針
が

政
府
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
。
二
五
年
五
月
現
在
、
ま
だ
具
体
的
な
方
向
性
は
不
透
明
だ
が
、
す
で
に
与
野
党
か
ら
は

さ
ま
ざ
ま
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
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中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
を
め
ぐ
る
“
事
件
”

　

本
誌
で
は
、
新
た
な
農
業
・
農
村
政
策
の
う
ち
「
農
村
政
策
」
の
あ
り
方
を
テ
ー
マ
し
た
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
、

前
述
の
「
日
本
型
直
接
支
払
制
度
」
の
う
ち
、
農
村
政
策
に
深
く
関
係
す
る
「
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金
」

の
制
度
変
更
だ
。

　

二
〇
〇
〇
年
度
に
ス
タ
ー
ト
し
た
同
制
度
は
、
営
農
の
条
件
不
利
地
域
対
象
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
、
五
年
ご
と

に
見
直
さ
れ
、
今
年
度
か
ら
第
六
期
対
策
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
今
回
、
議
論
の
発
火
点
に
な
っ
た
の
は
、
第
五

期
対
策
で
新
設
さ
れ
た
「
集
落
機
能
強
化
加
算
措
置
」
の
第
六
期
対
策
で
の
廃
止
が
、
昨
年
八
月
末
に
突
然
明
ら
か

に
な
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

こ
の
加
算
措
置
を
活
用
し
て
い
た
農
村
現
場
は
も
ち
ろ
ん
、
全
国
町
村
会
や
、
中
山
間
地
域
問
題
で
政
策
提
言
な

ど
を
行
っ
て
い
る
特
定
非
営
利
団
体
・
中
山
間
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
も
、
農
水
省
に
廃
止
見
直
し
を
求
め
て
意
見
書
を

提
出
す
る
事
態
に
発
展
し
、
農
業
専
門
メ
デ
ィ
ア
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

　

反
発
の
広
が
り
を
受
け
て
、
農
水
省
は
、
第
五
期
対
策
で
集
落
機
能
強
化
加
算
を
活
用
し
て
い
た
集
落
協
定
に
限

り
、
第
六
期
対
策
で
創
設
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
加
算
措
置
の
枠
内
で
の
活
用
継
続
を
認
め
る
激
変
緩
和
措
置
を

と
る
こ
と
を
決
め
た
。
た
だ
し
、
継
続
を
認
め
る
対
象
は
「
一
組
織
以
上
の
農
業
団
体
以
外
の
組
織
ま
た
は
構
成
員

の
一
〇
％
以
上
の
非
農
業
者
が
参
画
し
て
い
る
こ
と
」
と
の
要
件
が
付
け
ら
れ
、
実
質
的
に
は
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

加
算
」
の
対
象
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

五
年
ご
と
の
制
度
見
直
し
は
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
し
、
従
来
の
事
業
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
い
。

し
か
し
今
回
、
こ
の
制
度
変
更
が
大
き
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
の
は
、「
集
落
機
能
強
化
加
算
措
置
」
が
、
買
い

物
な
ど
の
移
動
支
援
、
除
雪
支
援
、
配
食
サ
ー
ビ
ス
、
集
落
外
か
ら
の
新
た
な
人
材
確
保
な
ど
、
営
農
以
外
の
集
落

機
能
強
化
へ
の
取
組
み
を
対
象
に
し
て
い
た
か
ら
だ
。

　

つ
ま
り
、
突
然
の
廃
止
は
農
村
現
場
の
混
乱
を
招
く
と
い
う
短
期
的
な
懸
念
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
は
、
営
農
以
外

を
含
め
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
・
強
化
が
必
要
と
い
う
従
来
の
農
村
政
策
の
基
本
的
考
え
方
の
転
換
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
長
期
的
視
点
で
の
懸
念
に
つ
な
が
り
、
農
村
政
策
に
お
け
る
営
農
支
援
と
生
活
支
援
の

位
置
づ
け
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
、
農
村
政
策
の
根
幹
に
係
わ
る
問
題
へ
と
進
展
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

農
水
省
は
当
初
、
生
活
支
援
の
財
源
は
、
こ
の
加
算
措
置
の
廃
止
を
機
に
、
二
二
年
に
同
省
が
始
め
た
農
村
型
地

域
運
営
組
織
（
農
村
Ｒ
Ｍ
Ｏ
）
の
形
成
支
援
事
業
に
移
行
す
る
な
ど
し
て
継
続
を
促
し
た
い
と
説
明
し
て
い
た
。
し

か
し
、
農
村
Ｒ
Ｍ
Ｏ
は
、
既
存
の
集
落
協
定
単
体
で
は
な
く
、
複
数
集
落
で
構
成
さ
れ
る
小
学
校
区
単
位
と
、
よ
り

広
範
で
の
取
組
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
す
ぐ
に
範
域
を
広
げ
て
農
村
Ｒ
Ｍ
Ｏ
を
設
立
す
る
の
は
現
実
的
に
は
難
し
い
。

　

過
疎
高
齢
化
に
よ
る
集
落
機
能
の
弱
体
化
と
活
動
停
滞
を
解
決
す
る
た
め
に
、
集
落
内
外
の
多
様
な
組
織
・
人
材

と
の
連
携
や
集
落
間
連
携
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
第
六
期
で
は
重
点
を
置
き
た
い
と
す
る
農
水
省
の
意
向
は
理

解
で
き
る
も
の
の
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
推
進
の
た
め
に
も
、
そ
の
基
盤
と
な
る
各
集
落
の
機
能
強
化
支
援
に
つ
な

が
る
事
業
の
廃
止
は
、
か
え
っ
て
現
場
の
意
欲
を
失
わ
せ
る
と
の
危
惧
の
声
は
根
強
か
っ
た
。
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全
国
町
村
会
が
公
表
し
た
「
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
の
見
直
し
に
対
す
る
意
見
」（
二
四
年
一
〇
月
一
七
日
）

で
は
、「
今
回
の
方
針
変
更
の
背
景
に
は
、
集
落
に
お
け
る
営
農
活
動
と
暮
ら
し
を
分
離
す
る
発
想
が
あ
る
よ
う
に

感
じ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
山
間
地
域
に
暮
ら
す
人
々
に
思
い
を
寄
せ
な
い
、
実
態
も
踏
ま
え
な
い
、
構
想

力
が
欠
如
し
た
対
応
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
人
口
が
減
少
す
る
農
業
集
落
に
お
い
て
、
営
農
と
暮
ら
し
は
不
可
分

で
あ
る
」
と
強
く
批
判
し
、「
加
算
措
置
項
目
の
廃
止
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
全
体
の
後
退

に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
、
農
業
・
農
村
政
策
の
あ
り
方
に
深
く
関
わ
る
問
題
」
と
「
重
大
な
懸
念
」
を
表
明
し
た
。

　

ま
た
、
中
山
間
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
「
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
の
集
落
機
能
強
化
加
算
の
廃
止
に
関
す
る

意
見
書
」（
同
九
月
二
四
日
）
で
も
、同
様
の
趣
旨
と
と
も
に
、同
加
算
措
置
が
二
〇
二
〇
年
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
食

料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
」
に
よ
る
新
し
い
農
村
政
策
の
展
開
を
背
景
に
第
五
期
対
策
で
新
設
さ
れ
た
ば
か
り
で
、

わ
ず
か
五
年
で
の
短
期
間
で
の
廃
止
は
「
農
村
現
場
に
多
大
の
混
乱
を
生
ず
る
だ
け
で
な
く
、
制
度
の
根
幹
に
係
わ

る
変
更
と
し
て
基
本
計
画
の
趣
旨
に
も
矛
盾
す
る
」
と
、
廃
止
方
針
の
撤
廃
を
強
く
提
言
し
た
。

第
三
者
委
員
会
も
「
制
度
の
大
き
な
方
向
転
換
」
と
懸
念
表
明

　

今
回
、
混
乱
が
広
が
っ
た
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
の
制
度
評
価
を
行
う
第
三

者
委
員
会
が
あ
る
に
も
係
わ
ら
ず
、
こ
の
加
算
措
置
の
廃
止
が
同
委
員
会
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
突
然

公
表
さ
れ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。

　
「
第
三
者
委
員
会
」
と
い
う
言
葉
は
、
今
年
一
月
、
㈱
フ
ジ
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
と
㈱
フ
ジ
・
メ
デ
ィ
ア
・
ホ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
ス
が
、
出
演
タ
レ
ン
ト
と
同
社
女
性
社
員
の
間
に
生
じ
た
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
調
査
の
た
め
に
設
置
し
た
こ

と
で
、
一
躍
知
名
度
が
高
ま
っ
た
が
、
以
前
か
ら
農
水
省
に
限
ら
ず
他
省
庁
で
も
、
諸
制
度
の
政
策
評
価
の
客
観
性

を
確
保
し
、
政
策
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
を
図
る
な
ど
の
目
的
で
、
第
三
者
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
に
関
し
て
も
、
同
制
度
の
創
設
当
初
か
ら
、
交
付
金
の
交
付
状
況
の
点
検
や
効
果

の
評
価
な
ど
を
行
う
中
立
的
機
関
と
し
て
「
第
三
者
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
一
期
五
年
間
で
計
一
〇
回
程

度
、
開
催
し
、
通
常
は
最
終
年
度
の
八
月
に
五
年
間
の
政
策
実
施
に
対
す
る
最
終
評
価
を
ま
と
め
て
い
る
。

　

筆
者
も
第
四
期
・
第
五
期
対
策
の
第
三
者
委
員
会
委
員
を
務
め
た
ひ
と
り
だ
が
、
第
五
期
対
策
期
も
、
最
終
年
度

に
あ
た
る
二
四
年
八
月
二
日
の
第
一
〇
回
委
員
会
で
、
最
終
評
価
案
が
農
水
省
か
ら
示
さ
れ
、
い
っ
た
ん
は
了
承
さ

れ
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
時
点
の
最
終
評
価
案
で
は
、
集
落
機
能
強
化
加
算
を
含
め
、
加
算
措
置
全
体
に
つ
い
て
否
定

的
な
評
価
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
間
も
な
く
第
六
期
対
策
で
の
集
落
機
能
強
化
加
算
措
置
の
廃
止
が
明
ら
か
に
な
り
、
委
員

の
間
か
ら
、
制
度
変
更
に
つ
い
て
の
議
論
や
説
明
が
な
い
ま
ま
の
唐
突
な
決
定
と
、
第
三
者
委
員
会
の
軽
視
に
対
す

る
批
判
が
続
出
し
、
一
〇
月
に
委
員
会
と
し
て
「
制
度
の
根
本
的
な
転
換
に
つ
な
が
る
」
と
い
う
懸
念
表
明
と
と
も

に
再
検
討
を
求
め
る
要
望
書
を
提
出
。
同
時
に
、
こ
の
件
に
関
す
る
議
論
の
場
を
設
定
す
る
よ
う
求
め
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
第
一
一
回
委
員
会
は
、
農
水
省
か
ら
冒
頭
に
、
廃
止
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
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つ
い
て
謝
罪
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
、
農
水
省
と
委
員
間
の
議
論
は
最
後
ま
で
平
行
線
を
た
ど
っ
た
。
委
員

会
で
の
や
り
と
り
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
農
水
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
議
事
録
と
本
誌
の
飯
國
芳
明
氏
の
分
析
を
読
ん

で
い
た
だ
き
た
い
が
、
筆
者
自
身
が
同
委
員
会
で
最
も
驚
い
た
の
は
、
生
活
支
援
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
農
水
省

の
以
下
の
言
葉
だ
っ
た
。
少
々
長
く
な
る
が
議
事
録
か
ら
引
用
す
る
。

　
「
集
落
機
能
強
化
加
算
で
直
接
支
援
し
て
い
る
高
齢
者
の
方
々
の
見
回
り
や
雪
下
ろ
し
は
、
例
え
ば
民
生
委
員
の

仕
事
で
あ
っ
た
り
、
役
場
の
仕
事
で
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と（
中
略
）…
…
す
な
わ
ち
中
央
省
庁

の
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
厚
生
労
働
省
の
仕
事
で
あ
っ
た
り
総
務
省
の
仕
事
で
あ
っ
た
り
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
の

仕
事
な
の
で
は
な
い
か
」

　

さ
ら
に
、
農
水
省
の
仕
事
と
し
て
の
農
村
振
興
は
「
業
が
行
わ
れ
る
場
と
し
て
の
農
村
の
振
興
と
い
う
こ
と
」
で

あ
り
、
財
政
制
約
が
厳
し
い
状
況
下
、
営
農
に
直
接
関
わ
ら
な
い
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
農
水
省
が
永
続
的
に
支
援

す
る
の
は
難
し
い
と
し
、「（
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
き
の
）
原
点
に
戻
る
」
と
の
発
言
も

飛
び
出
し
た
。

　

こ
の
同
制
度
を
創
設
し
た
と
き
の
目
的
（「
原
点
」）
に
つ
い
て
、「
農
業
生
産
活
動
を
通
じ
て
営
農
を
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
多
面
的
機
能
を
発
揮
す
る
、耕
作
放
棄
地
を
防
止
す
る
と
い
う
趣
旨
に
沿
っ
て（
制
度
の
運
営
を
）

進
め
て
い
き
た
い
」
と
の
説
明
も
あ
っ
た
。

　

農
村
振
興
策
は
、
営
農
に
直
接
結
び
つ
か
な
い
生
活
支
援
を
対
象
外
と
す
る
と
受
け
止
め
ら
れ
か
ね
な
い
姿
勢
に

委
員
会
は
紛
糾
。
結
果
的
に
、
八
月
に
い
っ
た
ん
公
表
さ
れ
た
最
終
報
告
を
修
正
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
昨
年
末
に
は
農
水
省
か
ら
各
委
員
に
再
修
正
し
た
最
終
評
価
案
が
示
さ
れ
、
委
員
そ
れ
ぞ
れ
の
さ
ら
な

る
修
正
要
求
な
ど
を
受
け
て
調
整
が
行
わ
れ
た
上
で
、
第
一
二
回
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
通
常
は
対
面

で
行
わ
れ
る
委
員
会
が
、
こ
の
時
は
書
面
開
催
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
農
水
省
か
ら
の
修
正
評
価
案
に
対
し
て
各
委

員
が
意
見
書
を
提
出
す
る
形
で
、
七
名
の
委
員
の
う
ち
二
名
が
農
水
省
の
評
価
案
に
「
意
見
あ
り
」
と
し
た
た
め
、

第
五
期
対
策
は
、
最
終
評
価
の
取
り
ま
と
め
が
な
い
異
例
の
事
態
の
ま
ま
終
了
し
た
。

　

な
お
、
農
水
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
第
五
期
対
策
の
最
終
評
価
と
し
て
、
委
員
会
が
修
正
を
求
め
た
八
月
段

階
で
の
評
価
案
が
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
第
一
二
回
委
員
会
資
料
の
中
に
、
そ
の
後
の
昨
年
末
に
同
省
が
ま

と
め
た
修
正
評
価
案
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
こ
ち
ら
も
見
て
欲
し
い
。

農
村
政
策
の
「
原
点
」
な
何
か
？　

ど
こ
に
向
か
う
の
か
？

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
顛
末
を
俯
瞰
す
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
今
回
の
騒
動
の
根
底
に
は
、
そ
も
そ
も
農
村
政

策
と
は
何
か
と
い
う
認
識
の
ズ
レ
が
潜
ん
で
い
る
と
感
じ
る
。
第
一
一
回
委
員
会
で
農
水
省
が
言
及
し
た
中
山
間
地

域
等
直
接
支
払
制
度
の
「
原
点
」
の
解
釈
も
、
そ
の
問
題
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
は
改
め
て
、
昨
年
施
行
さ
れ
た
改
正
「
食
料
・
農
業
・ 

農
村
基
本
法
」
の
中
で
、
農
村
政
策
は
ど
う
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
い
。



17　農村政策の根幹を問う制度変更 16
　

基
本
法
の
総
則
に
あ
る
「
農
村
振
興
（
第
六
条
）」
に
は
、九
九
年
に
施
行
さ
れ
た
前
基
本
法
の
文
言
に
加
え
て
「
農

村
の
人
口
の
減
少
そ
の
他
の
農
村
を
め
ぐ
る
情
勢
の
変
化
が
生
ず
る
状
況
に
お
い
て
も
、
地
域
社
会
が
維
持
さ
れ
」

と
い
う
言
葉
が
新
た
に
盛
り
込
ま
れ
た
。

　

ま
た
、
基
本
的
施
策
の
「
農
村
の
総
合
的
な
振
興
」（
第
四
三
条
）
に
も
、「
地
域
の
農
業
の
健
全
な
発
展
を
図
る

と
と
も
に
、
景
観
が
優
れ
、
豊
か
で
住
み
よ
い
農
村
と
す
る
た
め
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
農
業
生
産
の
基
盤
の
整

備
及
び
保
全
並
び
に
農
村
と
の
関
わ
り
を
持
つ
者
の
増
加
に
資
す
る
産
業
の
振
興
と
防
災
、
交
通
、
情
報
通
信
、
衛

生
、
教
育
、
文
化
な
ど
の
生
活
環
境
の
整
備
そ
の
他
の
福
祉
の
向
上
と
を
総
合
的
に
推
進
す
る
よ
う
、
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
」
と
あ
り
、「
中
山
間
地
域
等
の
振
興
」（
第
四
七
条
）
に
も
、「
生
活
環
境
の
整
備
に
よ
る
定
住
の
促
進
、

地
域
社
会
の
維
持
に
資
す
る
生
活
の
利
便
性
の
確
保
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
」
と
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
読
む
限
り
、
地
域
社
会
の
維
持
や
、
生
活
環
境
の
整
備
に
つ
な
が
る
生
活
支
援
策
は
、
農
村
政
策
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

読
者
の
中
に
は
、
な
ぜ
農
水
省
が
営
農
に
直
接
関
与
し
な
い
こ
れ
ら
の
生
活
支
援
策
を
管
轄
す
る
の
か
、
そ
れ
こ

そ
総
務
省
か
厚
生
労
働
省
の
管
轄
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
経
緯
を
た
ど
る
と
、

一
九
九
七
年
に
橋
本
龍
太
郎
政
権
下
で
始
ま
っ
た
行
政
改
革
と
中
央
省
庁
再
編
ま
で
遡
る
よ
う
だ
。
日
本
農
業
新
聞

の
連
載
「
農
政
の
舞
台
裏
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ざ
っ
と
当
該
記
事
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の

よ
う
に
な
る
。

　

九
七
年
九
月
、
財
政
構
造
改
革
会
議
が
、
そ
れ
ま
で
の
一
府
二
二
省
庁
を
一
府
一
二
省
へ
半
減
す
る
中
間
報
告
を

発
表
さ
れ
、
そ
の
中
で
農
水
省
は
「
国
土
保
全
省
」
と
「
環
境
安
全
省
」
に
分
割
さ
れ
る
案
が
示
さ
れ
た
。「
農
林
」

の
名
称
が
消
え
か
ね
な
い
事
態
に
、
農
林
議
員
の
巻
き
返
し
が
始
ま
り
、
自
民
党
農
林
部
会
が
「
農
林
水
産
行
革
検

討
チ
ー
ム
」
を
設
置
し
、「
農
林
水
産
省
」
の
名
称
堅
持
を
確
認
し
た
。

　

政
治
的
な
折
衝
が
繰
り
返
さ
れ
、
最
終
的
に
、
農
水
省
の
存
続
が
決
定
。
同
時
に
、
同
省
の
目
的
に
「
農
村
中
山

間
地
域
な
ど
の
振
興
」
が
追
加
さ
れ
て
、
そ
れ
ま
で
国
土
庁
の
管
轄
だ
っ
た
山
村
振
興
行
政
が
農
水
省
に
移
管
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。（
日
本
農
業
新
聞
「
農
政
の
舞
台
裏
」
二
五
年
四
月
二
四
日
、
二
五
日
。
吉
田
修
氏
筆
））

　

実
際
に
省
庁
再
編
が
行
わ
れ
た
の
は
〇
一
年
。
農
水
省
が
産
業
と
し
て
の
農
業
振
興
だ
け
で
な
く
総
合
的
な
「
中

山
間
地
域
振
興
」
を
担
う
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
、
今
年
で
ま
だ
二
五
年
と
、
意
外
に
歴
史
が
浅
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

も
っ
と
も
、
私
た
ち
記
者
に
と
っ
て
肝
心
な
の
は
、
法
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
そ
の
方
針

を
達
成
す
る
た
め
に
、
ど
ん
な
道
筋
が
描
か
れ
る
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
具
体
的
に
ど
れ
だ
け

の
予
算
を
と
っ
て
ど
ん
な
施
策
を
実
施
し
、
ど
ん
な
効
果
が
あ
っ
た
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
検
証
す
る
こ
と
だ
。
そ

れ
が
な
け
れ
ば
、
上
記
の
文
言
は
単
な
る
“
絵
に
描
い
た
餅
”
に
な
る
。

　

今
回
の
研
究
会
は
、
そ
の
視
点
か
ら
四
人
の
講
師
を
招
き
話
を
聞
い
た
。

　

第
一
回
は
、
一
九
九
九
年
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
の
創
設
を
前
に
、
制
度
設
計
を
検
討
す
る
た
め
に
設

置
さ
れ
た
検
討
会
の
委
員
を
務
め
、
そ
の
後
、
第
一
期
・
第
二
期
対
策
期
間
も
、
第
三
者
委
員
会
の
委
員
と
し
て
同
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制
度
の
運
営
に
関
わ
り
続
け
て
き
た
農
村
政
策
の
第
一
人
者
、
明
治
大
学
教
授
の
小
田
切
徳
美
氏
に
、
現
場
で
求
め

ら
れ
る
農
村
再
生
に
向
け
た
政
策
の
あ
り
方
と
、
日
本
の
農
村
政
策
の
展
開
と
課
題
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

　

第
二
回
は
、
現
場
か
ら
の
報
告
と
し
て
、
岩
手
県
花
巻
市
の
中
山
間
地
で
、
過
疎
高
齢
化
が
進
む
中
、
地
域
協
議

会
を
立
ち
上
げ
て
農
福
連
携
や
耕
作
放
棄
地
対
策
、
生
活
支
援
な
ど
地
域
の
“
困
り
事
”
を
ト
ー
タ
ル
に
解
決
す
る

地
域
づ
く
り
進
め
、
農
村
Ｒ
Ｍ
Ｏ
も
立
ち
上
げ
た
「
高
松
第
三
行
政
区
ふ
る
さ
と
地
域
協
議
会
」
事
務
局
長
の
熊
谷

哲
周
氏
に
、
こ
れ
ま
で
の
一
八
年
間
の
農
村
再
生
の
実
践
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

　

第
三
回
は
、「
適
疎
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に
、
国
内
外
か
ら
多
様
な
関
係
人
口
や
Ｉ
タ
ー
ン
者
を
受
け
入
れ
、

高
度
成
長
期
に
減
少
を
続
け
て
い
た
人
口
を
九
三
年
以
降
は
増
加
に
転
換
し
た
北
海
道
東
川
町
の
前
町
長
・
松
岡
市

郎
氏
に
、
第
四
回
は
、
国
内
外
の
中
山
間
地
域
政
策
に
詳
し
く
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
第
五
期
対
策
の
第

三
者
委
員
会
委
員
で
も
あ
っ
た
高
知
大
学
名
誉
教
授
の
飯
國
芳
明
氏
に
、
同
制
度
の
理
念
と
展
開
か
ら
見
る
、
今
回

の
集
落
機
能
強
化
加
算
廃
止
か
ら
見
え
た
農
政
の
問
題
点
と
、
集
落
機
能
の
弱
体
化
が
進
む
中
山
間
地
域
政
策
の
今

後
の
課
題
な
ど
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
い
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
農
村
政
策
の
歴
史
と
と
も
に
、
今
後
、
現
場
に
求
め
ら
れ
る
農
村
政
策
と
は
何
か
を
考
え
る

ヒ
ン
ト
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

�

（
さ
か
き
だ
・
み
ど
り　

明
治
大
学
客
員
教
授
）


